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東日暮里保育園の移転と民設民営化に係る説明会 議事要録 

 

 第1回 平成29年3月28日（火）17時30分から18時30分  出席17世帯18名 

 第2回 平成29年3月28日（火）19時00分から20時00分  出席 8世帯10名 

 会 場 東日暮里保育園遊戯室 

 

内 容 

１ 開会 

２ 出席職員紹介 

３ 子育て支援部長挨拶 

４ ご意見、ご要望に対する区からの説明 

５ 質疑応答 

６ 閉会 

 

主な質疑応答 

項目 質問 回答 
民営化 区内保育園のネットワーク化による

協働体制の構築を具体的にどのように

進めていくのか。 

ネットワークの要となる保育事業研

究園の具体的な中身をどのようにして

いくのがベストなのか現在検討中です。 
民営化する園については、施設の老朽

化や全体の退職者の状況、代替の土地や

施設があるかなど、総合的に検討してい

きます。 
今後の公設公営保育園は保育事業研

究園として研修や連携・協力を行うとあ

るが、実際に新園に対して具体的にどの

程度の視察や研修などのフォローをし

てもらえるのか。 

保育事業研究園の具体的な内容は検

討中であり、可能な限り早期にお示しし

たいと考えております。 
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項目 質問 回答 
民営化 
（続き） 

民営化の理由として、財源を確保する

とあったが、確保した財源を具体的に何

に使うか明らかにしてもらわないと、民

営化の必要性がわからない。 

確保した財源は、保育施設の整備や病

児病後児保育事業、保育士を確保するた

めの住居の補助や奨学金制度などに充

当していきます。 
また、園庭のある保育園を作るために

は、相応の広さの用地が必要になります

が、国や都の補助はありません。 
区ではこれまで、東日暮里三丁目や西

日暮里六丁目で用地を取得してきまし

たが、できるだけ多くの認可保育園を整

備するためには、多くの財源が必要で

す。 
民営化は区の負担する経費を減らす

のではなく、国や都から財源を確保する

取組であることをご理解いただければ

と思います。 
建替え・ 
移転 

移転は園を建て替えた場合の見積り

を取った上での判断か。また何社から見

積りを取ったのか。 
具体的な数字を示してもらわないと

納得することができない。 

現地建替え、移転双方のメリット・デ

メリットを勘案し、これまでの実績を参

考に必要な費用を試算した上で移転を

選択しました。 

移転先では、ホールや園庭が狭くなる

かどうか、大体のイメージが見えている

と思うが、どのような感じなのか。 

具体的な保育園の設計内容は、今後の

公募の中で提案されます。 
園庭については、園舎の配置によって

は、認可基準を満たす園庭を確保するこ

とができると考えております。 
提案する法人側に全ての裁量がある

のか。 
公募要項で設定する定員に応じて、施

設や園庭などの必要最低限の面積が決

まります。 
これは、都の認可基準として守らなけ

ればならず、その条件を設定した上で公

募を行い、より良い提案を選んでいくこ

ととなります。 
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項目 質問 回答 
職員の質 公募条件における園長の実務経験年

数が７年以上で、各クラスの担当保育士

の実務勤務年数が３年以上とあるのは

なぜか。 

実務経験年数はこれまでの公募条件

を参考にしたものです。 
保護者の皆様からのご意見・ご要望を

伺い、選定委員会で決めていくことにな

ります。 
実務経験年数は自治体ごとにいろい

ろな考え方で設定しており、区の場合、

他の自治体の例を参考にしながら、７年

と３年で設定して公募してきました。 
区の保育士のキャリア（実務経験年

数）を教えてほしい。 
区立園長・副園長の経験年数は平均３

３年、区立園の保育士の経験年数の平均

は１８年、私立園の保育士の経験年数の

平均は７．６年です。 
保育士の経験年数は大事な視点です

が、これまでの公募では、経験年数に加

えて、法人の保育に対する考え方や研修

体制の整備など総合的な観点から選定

してきました。 
経験年数は最低基準と考えていただ

き、実際に選定委員が現場を見て判断

し、選定していくことを考えています。 
保育士の経験年数の条件だけでは、保

育士が頻繁に変わらない保障にはなっ

ていないので、保護者の理解を得にくい

と思う。 
区の職員がたまに見に行くぐらいで

は保育の質の確保を保障することには

なっていないと思う。 

選定委員会の中で、平均勤続年数や離

職率など、職員が長く働いている法人を

選んでいく方法もあると考えています。 
職員の質の確保については、園長ＯＢ

が定期的に巡回することが法人への意

識付けになっており、また何か問題があ

れば、区が対応しており、これは続けて

いきます。 
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項目 質問 回答 
業務の 
引き継ぎ 

子どもへの負担を考慮し、現在の保育

士が新園に最低でも１年残れる仕組み

を考えてもらえないか。 

引継期間については、子どもへの負担

や保護者の皆様からのご意見も考慮し

ながら検討していきたいと考えていま

す。 
新園への区職員の派遣というのは、現

状では難しいのではないかと思います

が、これまでのやり方でよいか考えてい

きます。 
１年間の引継期間の中で、きっちり引

継ぎができるのか不安であるがどうか。 
町屋保育園では、園長と主任の候補者

が１年前から定期的に来園して園全体

の雰囲気や行事などを引き継ぎ、各クラ

スには、１月から３か月間、法人の先生

（担任）が入りました。当時は、保護者

の方も含め一定のご理解を頂き、スムー

ズに引き継がれたものと考えています。 
そのため、今回の引継期間の設定に当

たっては、町屋保育園の事例を基本にし

つつ、保護者の皆様のご意見も聞きなが

ら検討していきます。 
各クラスに入って行う３か月の引継

ぎの中で、引継ぎの頻度はどの程度のも

のか。 

町屋保育園では、１月から３か月間、

毎日全てのクラスに入って引継ぎを行

いました。 
また、引継期間の人件費は、区が負担

します。 
その他 平成２９年夏頃に事業者決定の報告

と紹介とあるが、ここまでに至るスケジ

ュールを教えてほしい。 
また、事業者を決める際の仕様書など

がある程度できているのであれば示し

てほしい。 

当初のスケジュールとして夏頃に決

められればという思いはありますが、公

募要項の案を決める段階で保護者の皆

様のご意見やご要望を反映して作成す

ることになれば、スケジュールは少し後

ろにずれると思います。 
また、選定委員に保護者の方が入って

いただくことになれば、選定過程の節目

で、保護者の皆様のご意見をまとめてい

ただくなど、これまでの公募よりも長い

期間が必要になると想定しています。 
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項目 質問 回答 
その他 
（続き） 

選定委員に現場の保育士が少ないの

で入れてもらえるか回答してほしい。 
選定委員会には保育士の園長が入る

予定ですが、現場の保育士を委員に加え

ることについては検討します。 
※現場の保育士は、選定された事業者

との引継ぎを行う当事者であるた

め、選定委員には加えません。 
 なお、町屋保育園における選定委員

会では、選定委員に現場の園長や保

育士は加えませんでした。 
年々、認可保育園数が増えているが、

区立園希望者と私立園希望者の比率が

どのようになっているか次回までに教

えてほしい。 
あくまで区立と私立の希望倍率なので、

特定の園の倍率ではないから算出でき

るのではないか。 

保育園別の希望倍率は公表しており

ませんが、区立と私立の施設種別ごとの

公表については検討します。 
※希望者の比率について、２９年４月

入園希望の１次審査対象の１，７０

９名の第１希望園を集計した結果、

区立園が約３０％、公設民営園が約

２１％、私立園が約４９％となりま

した。 
 なお、２９年４月に募集を行った４

６園の割合は、区立園が１４園で約

３０％、公設民営園が８園で約１

７％、私立園が２４園で約５２％と

なり、入園希望者の比率とほぼ一致

する結果となりました。 
近隣の方に対して説明会を行ったと

のことですが、その場で出た質問や意

見、要望などを保護者が聞くことはでき

るか。 

近隣の方への説明会に参加して話を

聞いていただくことは可能と考えてい

ます。 
これまでの説明会では、移転先である

児童遊園の廃止やその中にある樹木が

なくなることに対する不満や不安の声

を頂いています。 
今後も引き続き、周辺住民の方への丁

寧な説明に努めるとともに、次回以降の

説明会については、保護者の皆様にもお

知らせします。 
 


